
適用区分 公費の種類
受給者番号欄
※全角入力

レセプト
特記事項

公費の種類
レセプト

特記事項
多数回該当時

の金額

ア 【９５６公費アイ】 ア
２６区ア
限度額越えに関係無く記載

【９５８特疾４回目】 ３１多ア １４０，１００円

イ 【９５６公費アイ】 イ
２７区イ
限度額越えに関係無く記載

【９５８特疾４回目】 ３２多イ ９３，０００円

ウ 【９５７公費ウエオ】 ウ
２８区ウ
限度額越えに関係無く記載

【９５８特疾４回目】 ３３多ウ ４４，４００円

エ 【９５７公費ウエオ】 エ
２９区エ
限度額越えに関係無く記載

【９５８特疾４回目】 ３４多エ ４４，４００円

オ
【９５７公費ウエオ】

＋
【低所得者２】

オ
３０区オ
限度額越えに関係無く記載

【９５８特疾４回目】 ３５多オ ２４，６００円

適用区分 公費の種類
受給者番号欄
※全角入力

レセプト
特記事項

外来 入院 公費の種類
レセプト

特記事項
多数回該当時

の金額

現役並み 区分Ⅲ（３割） Ⅵ なし なし
２６区ア
限度額越えに関係無く記載

【９５８特疾４回目】 ３１多ア １４０，１００円

現役並み 区分Ⅱ（３割） Ⅴ 【９４６高齢者現役】 2
２７区イ
限度額越えに関係無く記載

【９５８特疾４回目】 ３２多イ ９３，０００円

現役並み 区分Ⅰ（３割） Ⅳ 【９４６高齢者現役】 1
２８区ウ
限度額越えに関係無く記載

【９５８特疾４回目】 ３３多ウ ４４，４００円

一般 （１割または２割）
＊２割は昭和１９年４
月２日以降の生まれ
の方

Ⅲ 【９５７公費ウエオ】 なし
２９区エ
限度額越えに関係無く記載

１８，０００
円

年間上限
144,000円

※1

　５７，６００円 【９５８特疾４回目】 ３４多エ ４４，４００円

低所得Ⅱ（１割）
＊２割は昭和１９年４
月２日以降の生まれ
の方

Ⅱ
【９５７公費ウエオ】

＋
【低所得者２】

なし
３０区オ
限度額越えに関係無く記載

８，０００円 　２４，６００円

低所得Ⅰ（１割）
＊２割は昭和１９年４
月２日以降の生まれ
の方

Ⅰ
【９５７公費ウエオ】

＋
【低所得者１】

なし
３０区オ
限度額越えに関係無く記載

８，０００円 　１５，０００円

２５２，６００円＋（医療費－８４２，０００円）×１％

１６７，４００円＋（医療費－５５８，０００円）×１％

１年間に高額療養の適用となる入院が
４回目以上となった場合（多数回該当）

入院のみ適用

【公費入力について】
・受給者番号欄の１文字目は所得区分（ア～オ）を
全角入力
します。
→受給者番号欄は全て全角にしてください。

【法別５４、５２、５１高額療養費について】
・適用期間開始日は１日を入力してください。
・特記事項（３１～３５）と（２６～３０）の両方に該当
する場合、
特記事項（３１～３５）を優先し記載します。
→重複記載はしません。

自己負担限度額（特定疾患給付対象療養の高額療養費算定基準額）
【法別５４、５２，５１】

自己負担限度額（特定疾患給付対象療養の高額療養費算定基準額）
【法別５４、５２、５１】

 ８０，１００円＋（医療費ー２６７，０００円）×１％

５７，６００円

３５，４００円

≪難病・小児特定・特定疾患の登録早見表≫　平成30年8月改正対応

備考
７０歳以上

（後期高齢者を含む）

７０歳未満

高額療養費の自己負担限度額
＊入院、外来、薬代、訪問看護費用を合算
＊他医療機関受診時の自己負担分含む

２５２，６００円＋（医療費－８４２，０００円）×１％

１６７，４００円＋（医療費－５５８，０００円）×１％

８０，１００円＋（医療費－２６７，０００円）×１％

備考

１年間に高額療養の適用となる入院が
４回目以上となった場合（多数回該当）

入院のみ適用
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【法別５４、５２、５１高額療養費について】
・特記事項（２２または３４）と（１７～１９）の両方に
該当する場合、
特記事項（２２または３４）を優先し記載します。
→重複記載はしません。

・保険の補助区分・所得者情報より判定を行う為、
【９５６】および【９５７】の登録は必須ではありませ
ん。

【※1について】
年間（毎年8月1日～翌年7月31日）の合計額が上
限を
超えた場合、償還払いとなります。

多数回該当なし

多数回該当なし


